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健康医療局がん・疾病対策課 



依存症の医療機関や自助グループをお探しの方へ 

 

 

 

 

 

二次元コードか  かながわ依存症ポータルサイト  で検索！ 

 

依存症の普及啓発動画やスクリーニングテストなど 
 

 

 

 

 
 

二次元コードか  かながわ 依存症  で検索！ 

【かながわ依存症ポータルサイト】 
○ 医療機関、自助グループや回復施設の検索 
○ 依存症に関するセミナーや講座の情報 
○ 治療や回復に関するコラム 

  などを掲載しています！ 
https://kanagawa-izonportal.jp/ 

【かながわの依存症対策】 
○ 依存症の普及啓発動画 
○ スクリーニングテスト 
○ 協議会や計画に関する情報 

 などを掲載しています！ 
https://www.pref.kanagawa.jp/docs

/nf5/izonsho/top.html 

 

 



県民の皆様へ 
ギャンブル等依存症は、誰でもなる可能性があり、また、多

重債務や家庭内暴力、犯罪、自殺等の重大な社会問題につなが

る可能性もあることから、個人の問題ではなく、私たち一人ひ

とりが自らのこととして捉え、社会全体で取り組むべき重要な

課題です。 

また、ギャンブル等依存症は適切な治療と支援により回復可

能な疾患ですが、本人が自らの依存の状態を認められない疾患の特性や、周囲のギャンブ

ル等依存症への理解不足等の理由から、本人や家族が必要な治療や支援に十分にはつな

がっていない状況があります。 

こうした中、平成 30(2018)年 10月に「ギャンブル等依存症対策基本法」が施行され、

翌年４月には「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」が策定されました。 

県では、この基本法に基づく都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画として、令和３

(2021)年３月に「神奈川県ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定し、総合的かつ計

画的にギャンブル等依存症対策を進めてきました。 

このたび、計画期間が満了することから、令和４(2022)年に改定された基本計画も踏

まえ、計画を改定します。 

本計画では、引き続き、ギャンブル等依存症の発症・進行・再発防止、回復に向けた切

れ目ない支援の充実を図り、県民が健康で安心して暮らすことのできる社会の実現を目

指すこととしており、近年急増しているインターネットを利用したギャンブル等への対

策についても新たに取り組むこととしています。 

今後も、関係機関の皆様と連携し、誰もが健康で安心して暮らすことのできる社会の実

現に向け、施策を着実に推進していきたいと思っておりますので、皆様の御理解と御協力

をお願いします。 

最後に、計画改定にあたり、御尽力をいただきました神奈川県ギャンブル等依存症対策

推進協議会委員の皆様をはじめ、貴重な御意見をいただきました多くの方々に、心から感

謝申し上げます。 

 

令和６年３月 
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